
 

別紙  
専決処分について  

大竹市一般会計において補正を行うことについて、令和４年度当該会計予算の

変更議決を必要とするが、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  
令和４年４月８日  

大竹市長 入 山 欣 郎    
令和４年度大竹市一般会計補正予算（第１号）  

 令和４年度大竹市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  
（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,950 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,182,782 千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。   









給　与　費　明　細　書
１．特　別　職

区 　分
職員数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

共済費 合　計

（人） （千円） （千円） （月分）

備考
報　酬 給　料

期末手当

地域手当
寒冷地
手　当

その他の
手　　当

計（千円）

年間支給率

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

長　等 3 26,160
11,118

50 37,328 4,695 42,023

補
(4.25月分）

議　員 16 73,620
31,289

104,909 23,083 127,992

正
(4.25月分）

その他の
501 30,573 30,573 30,573

後
特別職

計 520 104,193 26,160 42,407 50 172,810 27,778 200,588

長　等 3 26,160
11,118

50 37,328 4,695 42,023

補
(4.25月分）

議　員 16 73,620
31,289

104,909 23,083 127,992

正
(4.25月分）

その他の
496 30,528 30,528 30,528

前
特別職

計 515 104,148 26,160 42,407 50 172,765 27,778 200,543

長　等
比

議　員

その他の
5 45 45 45

較
特別職

計 5 45 45 45


